
中津市 令和8年度（令和7年分）
市県民税 申告の手引き

提出された申告書は、市県民税を算出する資料となるほか、国民健康保険税をはじめ各種保
険、手当等の算定・軽減・判定・各種証明書などの基礎資料となります。
申告は、会場での受付、郵送または電子申告で受付けております。会場での申告についての
詳細は、２月号の市報またはホームページをご覧ください。

※申告会場は大変混雑します。郵送または電子での申告もご活用ください。

• 下記フローチャートを参考にして、「市県民税の申告が必要です」に該当した場合は、令和8年３月
１6日までにご申告ください。次ページにて会場・電子・郵送での申告の方法を記載しています。

• 郵送で申告をされる際は、申告書に必要事項を記入し、申告書・提出書類チェックシート・必要書
類の写しを同封のうえ郵送してください。

• 郵送される方で申告書の写し等の返送が必要な方は、その旨を申告書裏面の「所得のなかった方
の記入する欄」の「５.その他」欄に記入し、返送先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を
貼って同封してください。

• 下記フローチャートで「確定申告が必要です。」に該当した場合は郵送・電子上で『市県民税のみ
の』申告はできません。「市県民税の申告が必要です。」に該当した場合、または「申告が必要です
（①）」に該当し確定申告が必要ない場合は郵送・電子上にて市県民税の申告が可能です。



受付方法 ※例年午前中が大変混み合います。
当日に入場整理券を配布します。1日の受付人数に上限は設けませんので、受付時間
内に来ていただければ、当日中に受け付けいたします。

郵送での申告

① 次ページ以降を参考に記入してください。
② 申告書・チェックシート・添付書類を同封し郵送してください。

※ 収入及び控除についての添付書類は必ず写しを添付してください。
※ 所得控除を申告する際、添付書類の確認出来ない場合はその所得控除の

適用が受けられません。

会場での申告

受付時間 ※開場時間よりも早くお越しになるのはご遠慮ください。
【入場整理券配布開始及び開場】 ９時
【申告受付】 ９時３０分～１６時

添付書類に基づき、申告を受付いたします。
① 申告書表面上部に、申告される方の現住所・氏名・生年月日・世帯主氏名・世帯

主との続柄・個人番号・電話番号を記入してください。
② 下記のいずれかに該当がある場合は、申告書に記入してください。

• 配偶者や扶養控除 ⇒氏名・生年月日等を記入してください。
• 障害者控除 ⇒氏名・手帳の種類・障害の等級等を記入してください。
• 寡婦・ひとり親控除 ⇒該当区分にチェックしてください。

③ 申告書・チェックシート・添付書類を同封し郵送してください。
※ 収入及び添付資料は必ず写しを添付してください。
※ 所得控除を申告する際、添付書類の確認出来ない場合はその所得控除の

適用が受けられません。

電子での申告

申告方法
右記のＱＲコードをスマートフォンで読み取り、
移動先のページから電子申告を行ってください。

写真で送った源泉徴収票等の添付資料は、
５年間保管するようお願いします。



申告書の書き方
申告する方の現住所・氏名・生年月日・世帯主氏名・世帯主との続柄・個人番号・電話番号を
記入してください。
令和8年1月2日以降に転出した方は１月１日現在の住所を記入してください。

１．収入・所得金額の記入方法

申告書「(１)所得金額」の「Ａ 収入金額」・「Ｂ 必要経費」・「所得金額（Ａ－Ｂ） 」に記入します。

営業等・農業・不動産 （添付書類：収支内訳書）

⚫営業等
⇒小売業・飲食業・運輸業・修理業・サービス業などのいわゆる営業、作家・俳優・外交員・
大工などの自由職業から生ずる所得です。

⚫農業
⇒農産物の生産、果樹などの栽培・養蚕、農家が兼営する家畜等の飼育・酪農品の生産な
どから生ずる所得です。

⚫不動産
⇒土地や建物、不動産の上に存する権利等から生ずる所得です。
※不動産の貸付けに際して受ける権利金、更新料、名義書換料等も不動産所得になりま
す。

【計算方法】
「Ａ 収入金額」－「Ｂ 必要経費」＝「所得金額（Ａ－Ｂ）」

「Ａ 収入金額」
⇒ 令和7年中に収入があった金額です。(売上、持続化給付金など）
⇒ これには未収入金、現物収入、自家消費の商品、雑収入なども含まれます。

「Ｂ 必要経費」
⇒ 令和7年中に収入を得るために直接要した費用です。
⇒ これには販売した商品などの原価、雇人費、事業用固定資産などの地代・家賃、借入

金の利子、修繕費、損害保険料、減価償却費などがあります。（生活費、所得税、市県
民税などは入りません。）

利子 （添付書類：利子の明細）

国外で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収されないものや、同族会社が発行した社債の利
子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものなどによる所得です。
【計算方法】 「Ａ 収入金額」＝「Ａ－Ｂ 所得金額」

配当 （添付書類：配当の支払通知書、特定口座年間取引書など）

株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運用
投資信託を除く。）や特定受益証券発行信託の収益の分配などの所得です。
※ 上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択することができます。

※ 【計算方法】
「Ａ 収入金額」－「Ｂ 必要経費」＝「所得金額（Ａ－Ｂ）」（配当所得の金額）

「Ａ 収入金額」 ⇒令和7年中に収入することが確定した金額です。
「Ｂ 必要経費」 ⇒令和7年中に株式などの元本の所得に要した負債の利子の金額です。



給与 （添付書類：源泉徴収票）

給与、賃金、賞与、事業専従者給与など
※ 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の金額がある場合や，給与等の収入金額が８５０万円
を超える場合で一定の条件を満たす場合は、所得金額調整控除の適用が出来ます。

【記入方法】
⚫ 「Ａ 収入金額」

源泉徴収票の「収入金額」を記入してください。複数枚ある場合は、合算した金額を記入し
てください。

⚫ 「所得金額（Ａ－Ｂ） 」
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入してください。複数枚ある場合は、合算した
収入金額を基に下記表を参照してください。
※給与所得の計算方法については下記の表を参照してください。

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。
該当する場合は、給与所得額から所得金額調整控除額を引いた金額を「所得金額（Ａ－Ｂ） 」
に記入してください。
1. 給与等の収入金額が８５０万円を超え、次のいずれかの要件を満たす場合

• 本人が特別障害者に該当する
• 年齢23歳未満の扶養親族を有する
• 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

【計算方法】
所得金額調整控除額（上限15万円）＝（給与等の収入金額（上限1,000万円）-850万円）
×10％

2. 給与所得と年金所得の双方を有する場合
給与所得と公的年金所得があり、双方の合計額が１０万円を超える場合

【計算方法】
所得金額調整控除＝{給与所得（上限10万円）＋公的年金等に係る雑所得（上限10万円）}-10
万円

3. 上記「1」と「2」の両方に該当する場合



雑所得 （添付書類：公的年金の源泉徴収票、個人年金支払通知書支払調書など）

⚫ 公的年金等
⇒国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、 確定拠出企業年金、一定の外国年金額等など
※遺族年金、障害年金は非課税なので、裏面下「所得のなかった方の記入する欄」へご記入くだ
さい。

【記入方法】
• 「Ａ 収入金額」

源泉徴収票の支払金額を記入してください。複数枚ある場合は、合算した金額を記入して
ください。

• 「所得金額（Ａ－Ｂ） 」
「Ａ 収入金額」で計算した金額を基に、下記表を参照して所得金額を記入してください。

※公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は10万円、
2,000万円を超える場合は20万円が控除額から引き下げられます。

⚫ 業務に係る雑所得
⇒原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引もしくは食料品の配達などの
副収入による所得、シルバー人材分配金など

【計算方法】
「Ａ 収入金額」－「Ｂ 必要経費」＝「所得金額（Ａ－Ｂ）」

⚫ その他
⇒生命保険の年金（個人年金保険）、互助年金など上記以外のものによる所得

【計算方法】
「Ａ 収入金額」－「Ｂ 必要経費」＝「所得金額（Ａ－Ｂ）」

総合課税の譲渡 （添付書類：譲渡の明細書）

ゴルフ会員権や金地金、機械、漁業権、骨とう、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得
⚫ 短期…保有期間が5年以内の資産の譲渡
⚫ 長期…保有期間が5年を超える資産の譲渡

一時所得 （添付書類：満期返戻金支払通知書、解約返戻金支払通知書など）

生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金など
詳細については、お問合せください。



配偶者（特別）控除・同一生計配偶者（申告書①）
添付書類(収入がある場合のみ配偶者の源泉徴収票など)

下記条件に当てはまる配偶者がいる場合に適用できる控除です。
※令和7年12月31日（年の途中で死亡した場合には、その死亡の日）の現況において、生計を一にし
ていることが適用条件です。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。
【記入方法】氏名・生年月日・個人番号を記入してください。

配偶者特別控除を適用する場合は、配偶者の合計所得金額も記入してください。
【控除額】 下記表を参照してください。

扶養控除（申告書②） 添付書類(収入がある場合のみ配偶者の源泉徴収票など)

あなたに扶養親族がいる場合に適用できる控除です。
※令和7年12月31日（年の途中で死亡した場合には、その死亡の日）の現況において、あなたと生計
を一にしている配偶者以外の親族等であり、令和7年1月1日から12月31日までの合計所得金額
が58万円以下であることが適用条件です。

【記入方法】 氏名・続柄・区分・生年月日・個人番号を記入してください。
【控除額】 下記表を参照してください。

所得控除（所得から差し引かれる金額）の記入方法

申告書の「(２)所得から差し引かれる金額」に記入します。

扶養控除 所得税 住民税



特定親族特別控除（申告書②） 【令和８年度以降】

添付書類(特定親族の源泉徴収票など収入のわかるもの)

◎令和８年度以降の住民税において、合計所得金額が「５８万円超 １２３万円
以下」である『特定親族※１』がいる場合に受けることができます。
（合計所得金額が５８万円以下である場合は、「扶養控除」の対象です。）

※１ 特定親族・・・あなたと生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族
（子ども等）のこと（配偶者および事業専従者となる親族を除きます。）

◎上記に加えて、特定親族が令和7年12月31日（年の途中で死亡した場合
には、その死亡の日）の現況において、生計を一にしていることが適用条件
です。

【記入方法】扶養控除と同じように氏名・生年月日・個人番号を記入し、 「特
親」と書かれたチェックボックスにチェックマークを記入してください。
その後、下表の控除額を参照し、該当する控除金額を右側の欄に記入してく
ださい。

【控除額】 下記表を参照してください。



寡婦・ひとり親控除（申告書④） 添付書類（なし）

あなたが令和7年12月31日現在、ひとり親又は夫と死別もしくは離婚した後に婚姻していない人か、
夫の生死不明の方の場合、一定の要件を満たせば適用できる控除です。
【記入方法】 あてはまるものにチェックをいれてください。
【計算方法】 下記表を参照してください。

いずれの場合も、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。

勤労学生控除（申告書⑤） 添付書類（学生証の写しなど）

あなたが学生であり、令和7年1月1日から12月31日までの合計所得金額が85万円以下、かつ給与
所得等以外の所得が10万円以下である場合に適用できる控除です。
【控除額】 所得税：27万円 住民税：26万円

社会保険料控除(申告書⑥) 添付書類（控除証明書、領収書など）

あなたや、生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料で、あなた
が支払ったり、あなたの給与などから差し引かれたりした保険料がある場合に適用できる控除です。
※あなた以外が受け取る年金から天引き（特別徴収）されている、国民健康保険税や後期高齢者医療
保険料、介護保険料はあなたの控除の対象にはなりません。

【控除額】 支払った社会保険料の金額
【対象】 健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、

国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料など

小規模企業共済等掛金控除（申告書⑦） 添付書類（控除証明書など）

小規模企業共済法に規定された共済契約（旧第二種共済契約を除く）に基づく掛金、確定拠出年金法
の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、条例に規定する心身障害者扶養共済を支払っ
た場合に適用できる控除です。
【控除額】 支払った掛金の金額

障害者控除(申告書③) 添付書類（障害者手帳の写し、障害者控除認定書など）

あなたや控除対象配偶者・同一生計配偶者・扶養親族が障害者や特別障害者である場合に適用でき
る控除です。該当の方の氏名・手帳の種類・障害の等級・個人番号を記入してください。
※令和７年12月31日（年の途中で死亡した場合には、その死亡の日）の現況において、身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等各種手帳を所持している方、精神保健指定医などにより
知的障害者と判定された方、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市から認
定を受けている方、後見登記されている成年被後見人等が対象です。

【記入方法】 該当の方の氏名・区分を記入し、特別障害者の方は、氏名を○で囲んでください。
【控除額】 下記表を参照してください。



生命保険料控除（申告書⑧） 添付書類（保険会社が発行する控除証明書）

新（旧）生命保険や介護医療保険、新（旧）個人年金保険で、あなたが支払った保険料（いわゆる契約者
配当金を除く）がある場合に適用できる控除です。
【計算方法】 下記表のイ＋ロ＋ハ（ただし、住民税側の限度額は7万円です。）

地震保険料控除（申告書⑨） 添付書類（保険会社が発行する控除証明書）

損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料（いわゆる契約者配当金を除
く）がある場合に適用できる控除です。
【計算及び記入方法】

下記表を参照して、控除額を記入してください。



基礎控除（申告書⑩） 添付書類(なし)

合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除です。
【控除額】 下記表を参照してください。

医療費控除（申告書⑫） 添付書類(医療費控除の明細書)

あなたや、生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費や対象医薬品の購入額が、
一定の金額以上ある場合に適用できる控除です。記入方法については、記入例をご覧ください。
① 従来の医療費控除

【計算方法】

※ 対象になる医療費については次ページに例を記載しておりますのでご参照ください。

②セルフメディケーション税制
適正な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康維持増進及び疾病の予防へ
の取組として一定の取組を行っている方が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族のた
めにスイッチＯＴＣ医薬品（例：薬局などで購入したレシートに記載があるもの）を購入した場合に適用
できる控除です。

【計算方法】
（対象医薬品購入額-12,000円)※限度額88,000円

• 申告には必ず「医療費控除の明細書」又は「ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制の医療
費控除の明細書」が必要です。領収書での申告は受付できません。

• 領収書は5年間、ご自宅で保存してください。
• 医療費控除は税額の負担を軽くするためのもので、支払った医療費が
返ってくるものではありません。

• ①の医療費控除と②のｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制はいずれか一方のみ適用で
きます。

注意点



寄附金控除（裏面の（5）寄附金に関する事項）
添付書類(寄附金の受領書、領収書など)

前年中に対象となる寄附金を支払った場合適用できる控除です。
【記入方法】
裏面の(5）寄附金に関する事項に寄附先と金額を記入してください。

• 都道府県、市町村分
総務省による指定を受けた地方団体への寄附（ふるさと納税）です。

• 条例指定分
中津市又は大分県が、条例により指定している団体等への寄附です。市及び県の両方が指
定している場合は、両方の欄に金額を記入してください。

• 市県民税の申告を行うとワンストップ特例は適用されません。
• 寄附金の税額控除の適用を受けるには、申告書を提出する際に全て
の寄附金の領収書、証明書の添付が必要です。

• 市県民税の申告では、所得税の控除は受けられません。所得税分の控
除を受けるには、所得税の確定申告にて全ての寄附金分を申告する
必要があります。

ふるさと納税が反映されない場合があります


